
 
 
 
 

人口減少下での市街地整備手法に関する提言

2022年6月1日
一般財団法人土地総合研究所

土地総合研究所に設置している「都市計画と法政策学との連携推進研究会」（以下「都市計画研究会」とい

う。）では、 年度において市街地整備手法についての議論を行ってきた。

この都市計画研究会における先生方の議論を踏まえて、土地総合研究所においては、「人口減少下での市街

地整備手法に関する提言」を以下のとおりとりまとめたところである。国レベルでの今後の法制度論における

議論の契機となることを期待している。

．市街地整備手法をめぐる状況の変化

日本では、人口減少、経済の低成長に伴い、市

街地整備事業の事業採算性が悪化してきている。

さらに、国及び地方公共団体の財政事情の悪化か

ら市街地整備事業に対する財政制約が高まってい

る。

一方で、風水害、地震などの自然災害への対応

の重要性が増すとともに、老朽化マンション、空

き家空き地問題などの新しい都市問題も発生して

きており、これらに対応した市街地整備の実施自

体のニーズは引き続き大きい。

．法制度としての市街地整備手法の改善の方向

性

本提言においては、現在の市街地整備手法が直

面している最大の課題が「事業採算性の確保が困

難であること」であることから、これを解決する

ための以下の つの視点から、具体的に法制度と

しての市街地整備手法についての提言を行う。

①税制特例、補助金の充実

②地権者からの追加的な資金確保

③地権者との調整の円滑化

具体的には、①及び③という観点からは、強制

力を持つ収用制度の改善と市街地開発事業に代表

される権利変換制度の改善を対象とする。

②の地権者からの追加的な資金確保という観点

からは、事業主体に地権者が主体的にお金を払う

仕組みと地権者から強制的にお金を徴収する仕組

みを対象とする。

さらに、③の観点からは、段階的に地権者数を

削減するための仕組みを対象とする。

以上の提言を、強制力の強弱を硬軟で整理する

と、図 のとおりである。

強制力が強い制度は、内閣法制局の審査など制

度実現のための調整手続きが複雑化するため、実

現性が低くなる。本提言では、実現性を重視して、

原則として、強制力の弱いものから、以下、提言

を述べる。

特集 人口減少下での市街地整備手法
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図 市街地整備手法として提言する硬と軟の制度枠組

．先買い制度の創設

事業区域内の地権者が土地等を売却しようとし

た時に事業主体等が介入して優先して当該土地等

を買収する仕組みを先買い制度という。現行法で

は、都市計画法第 条の 、第 条の 、第

条、第 条に基づき、通知によって、介入した者

との売買が一方的に成立する「形成権タイプ」の

先買い制度と、公有地の拡大の推進に関する法律

（以下「公拡法」という。）第 章に基づき、一定

の期間の協議を義務付ける「協議義務付けタイプ」

の先買い制度が存在する。

このうち、「形成権タイプ」は、地権者の同意な

しに一方的に権利を移すことから収用にその性格

が近く、収用類似の厳しい要件が求められ実効性

が低いこと、また、都市計画事業地内での事業者

による先買い制度がすでに整備され、一定の制度

が既に実現されていることから、本提言では検討

対象外とし、後者の「協議義務付けタイプ」を検

討する。

この「協議義務付けタイプ」、すなわち、地権者

が土地等を売却しようとするときに事業主体等と

の協議を義務付ける制度は、公拡法においては、

対象事業に都市計画決定を求めていない。これと

のバランスからみて、対象事業に都市計画決定を

求める必要はない。

都市計画決定までを求めないことを前提にする

と、「協議義務付けタイプ」の制度は、例えば、一

定の老朽化マンションなど、客観的に建て替えが

必要な区分所有建物を対象にしたうえで、当該建

物の区分所有者が区分所有権を売却しようとする

場合には、マンション管理組合、マンション建替

組合その他の事業主体に対して、届出を義務付け、

また、一定期間の買取協議の義務付けをする制度

を創設することが考えられる。

また、老朽化マンション以外の建築物等であっ

ても、客観的な基準からみて、一定の市街地整備

が必要なことが明らかな場合には、対象の建築物

や地区に対して、特段の都市計画決定をすること

なく、地権者が売却時に予定される事業主体に対

して、届出、一定期間の買取協議を行うといった、

制度創設もありえる。

以上のような先買い制度の充実は、段階的に地

権者数を減らして地権者調整を容易にし、市街地

整備につなげていくという観点から有効であり、

市街地整備手法の改善案の つとして制度創設を

検討すべきと考える。

．地権者からの追加的な資金確保をする仕組み

の創設

地権者からの自主的に追加的な資金を集める

仕組み

年の都市再開発法改正で創設された「再開

発会社」制度は、市街地再開発事業が終了後も存

続することが可能であり、長期的に収支を確保で

きる。また、市街地再開発事業以外の周辺事業（例

えば駐車場整備とか周辺建築物のリノベーション

土地総合研究 2022年春号4



図 市街地整備手法として提言する硬と軟の制度枠組

．先買い制度の創設

事業区域内の地権者が土地等を売却しようとし

た時に事業主体等が介入して優先して当該土地等

を買収する仕組みを先買い制度という。現行法で

は、都市計画法第 条の 、第 条の 、第

条、第 条に基づき、通知によって、介入した者

との売買が一方的に成立する「形成権タイプ」の

先買い制度と、公有地の拡大の推進に関する法律

（以下「公拡法」という。）第 章に基づき、一定

の期間の協議を義務付ける「協議義務付けタイプ」

の先買い制度が存在する。

このうち、「形成権タイプ」は、地権者の同意な

しに一方的に権利を移すことから収用にその性格

が近く、収用類似の厳しい要件が求められ実効性

が低いこと、また、都市計画事業地内での事業者

による先買い制度がすでに整備され、一定の制度

が既に実現されていることから、本提言では検討

対象外とし、後者の「協議義務付けタイプ」を検

討する。

この「協議義務付けタイプ」、すなわち、地権者

が土地等を売却しようとするときに事業主体等と

の協議を義務付ける制度は、公拡法においては、

対象事業に都市計画決定を求めていない。これと

のバランスからみて、対象事業に都市計画決定を

求める必要はない。

都市計画決定までを求めないことを前提にする

と、「協議義務付けタイプ」の制度は、例えば、一

定の老朽化マンションなど、客観的に建て替えが

必要な区分所有建物を対象にしたうえで、当該建

物の区分所有者が区分所有権を売却しようとする

場合には、マンション管理組合、マンション建替

組合その他の事業主体に対して、届出を義務付け、

また、一定期間の買取協議の義務付けをする制度

を創設することが考えられる。

また、老朽化マンション以外の建築物等であっ

ても、客観的な基準からみて、一定の市街地整備

が必要なことが明らかな場合には、対象の建築物

や地区に対して、特段の都市計画決定をすること

なく、地権者が売却時に予定される事業主体に対

して、届出、一定期間の買取協議を行うといった、

制度創設もありえる。

以上のような先買い制度の充実は、段階的に地

権者数を減らして地権者調整を容易にし、市街地

整備につなげていくという観点から有効であり、

市街地整備手法の改善案の つとして制度創設を

検討すべきと考える。

．地権者からの追加的な資金確保をする仕組み

の創設

地権者からの自主的に追加的な資金を集める

仕組み

年の都市再開発法改正で創設された「再開

発会社」制度は、市街地再開発事業が終了後も存

続することが可能であり、長期的に収支を確保で

きる。また、市街地再開発事業以外の周辺事業（例

えば駐車場整備とか周辺建築物のリノベーション

など）も一体的に行うことができる。このため、

再開発会社は、市街地再開発組合に比べて事業収

支自体を確保できる可能性が高い。

また、再開発会社制度は株式会社が実務上前提

となっていることから、事業地区内の地権者や周

辺地区の地権者から、事業収支確保を前提にして

小口の出資を集めることが可能である。

「再開発会社」制度を用いている事例は現在少

数のようだが、以上の観点から、事業収支を改善

するとともに地権者から投資対象への小口の資金

を集める手法として、「再開発会社」制度を活用す

べきと考える。なお、土地区画整理会社も同様で

ある。

さらに、マンション建替法では、マンション建

替組合のみが主体となっており、会社は施行主体

として認められていないが、「マンション建替会社」

といった「再開発会社」類似の制度を追加するこ

とによって、上記の地権者から自主的に追加的な

資金を集めて事業収支を改善する効果が期待でき

る。

地権者から強制的に負担金を徴収する仕組み

市街地整備を実施した場合にその受益を受ける

周辺地権者から負担金を求める受益者負担金の仕

組みは、都市計画法第 条、地方自治法第

条に存在するが、いずれも市町村等の行政主体が

徴収する仕組みである。

市街地整備自体が、民間主導で行われる現状を

踏まえると、当該市街地整備の事業主体が主体的

に徴収する仕組みが必要となるが、現行法では対

応することができない。この場合に、条例によっ

て対応ができるのか、仮に、制度改正をする場合

にはどのような制度内容になるかについては、

年度をかけて、さらに検討を進める。

．権利変換制度の改善

業務用途の区分所有建物建替のための制度改善

現在、いわゆるマンションを対象にしてマンシ

ョン建替法が創設されているが、区分所有形態で

建替のための意思決定や事業化が困難であるとい

う点では、マンション以外の業務用途の区分所有

建物も同様である。

このため、区分所有法の仕組みと権利変換とい

う仕組みを接続するマンション建替法類似の業務

ビル建替法という制度創設が可能であり、また、

有益である。

この際、マンションを含む住宅については、既

存の法制度上、住宅という用途それ自体で一定の

公共性を認めているのに対して、業務用途ビルは

そのような位置付けは既存の法制度上、存在しな

い。このため、業務用途区分所有建物の建替制度

を創設するには、一定の公共性を付与する仕組み

が必要と考える。

ただし、マンション建替法の仕組み自体が、区

分所有法上の売渡し請求制度を使って事業に反対

する区分所有者を処理する仕組みであって、最終

的には全員同意で行う事業という法的整理である

ことから、事業の都市計画決定までは求める必要

はなく、都市計画マスタープランレベルの位置付

けをもって、制度創設が可能と考える。

第二種市街地再開発事業の施行区域要件の緩和

第二種市街地再開発事業は収用型事業であり、

第一種市街地再開発事業に比べて、原則従前の土

地等を買い取ることができ、従後の権利形態にも

柔軟性があるなど、事業執行上の長所がある。

しかし、現行都市再開発法では、収用型である

という性格から、第一種市街地再開発事業の施行

区域要件に加えて、大規模な公共施設整備又はよ

り従前地が劣悪であることを要件として追加して

おり、この追加要件を前提にすると、第二種市街

地再開発事業を実施する対象地区が極めて限定さ

れてしまうという課題がある。
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一方で、 で述べるとおり、近年、「一団地の都

市安全確保拠点施設」など、収用対象施設の拡充

がされてきている。これらの都市施設は、整備後

における公共性の高い施設整備を前提にして、第

二種市街地再開発事業のような厳しい従前地要件

を求めていない。このため、再開発事業が必要な

地区に対して、幅広く、「一団地の都市安全確保拠

点施設」「一団地の住宅施設」などの都市施設に関

する都市計画決定を行うことが可能である。一方

で、都市施設を都市計画決定したことによって、

決定した地区は収用適格要件が確保されることか

ら、論理的にいって、第二種市街地再開発事業の

上記追加条件は不要となると整理できる。

以上の論理を前提にして、「一団地の都市安全確

保拠点施設」等の都市施設を都市計画決定した場

合には、第二種市街地再開発事業の従前地要件に

かかわらず、第二種市街地再開発事業が施行でき

るよう、第二種市街地再開発事業の施行区域要件

を緩和すべきである。

なお、現行の都市再開発法では、高度利用地区

等によって容積率等の形態制限を緩和する都市計

画を市街地再開発事業の実施の際には定める必要

がある。都市施設と高度利用地区等の つの都市

計画を定めるという手続の重複を避けるため、「一

団地の都市安全確保拠点施設」等の都市施設の区

域内では高度利用地区なみの形態制限緩和特例を

同時に認めることによって、都市施設に加えて高

度利用地区等を定めることを不要とすることが望

ましい。

この第二種市街地再開発事業の施行区域要件の

緩和によって、第二種市街地再開発事業の実施対

象地区が拡大する。これによって、既に一度、市

街地再開発事業を実施した地区を対象にして、段

階的に再度の市街地再開発事業を実施することも

可能となると考える。

．収用制度の改善

収用制度の改善を論じる意義

収用制度は権利制限の程度が大きいことから、

新たな法制度を実現するには内閣法制局などの調

整が難しく、実現が困難なテーマである。その一

方で、収用権限をもつ市街地整備事業については、

充実した税制特例や補助制度が整備される可能性

が高く、仮に新たな収用制度が創設された場合に

はそのメリットは大きい。例えば、 年に創設

された「一団地の都市安全確保拠点施設」とそれ

に伴う税制特例、補助制度をみても、それが確認

できる。

また、収用制度の現実的な改善方向（要件や効

果など）を論じることは、同時に、収用制度より

は権利制限の程度が相対的に小さいと整理されて

いる第一種市街地再開発事業についても、このた

め、第二種市街地再開発事業で可能なことは第一

種市街地再開発事業でも可能あるといった形で、

改善方向をも示すことにつながる。

このため、法制度実現のためのハードルは高い

ものの、市街地整備のための収用制度の改善方向

を明らかにする。

近年の収用制度の改善内容

収用対象事業については、従来から、土地収用

法又は都市計画法に基づいて、いわゆる、公共公

益施設の整備事業が対象になっていたが、高度成

長期に入ってからは、新住宅市街地開発事業など

の新しい政策目的に対応して、その範囲が拡充さ

れてきた。

また、近年は、災害に関するものとして、災害

予防のための都市施設（「一団地の津波防災拠点市

街地形成施設」など）、さらに、災害後の復興のた

めの都市施設（「一団地の復興拠点市街地形成施設」

など）が拡充されてきている。これらの新しい都

市施設の特徴としては、道路などの公共施設の内

容や、住宅などの建築物の用途に着目するのでは

なく、「災害時に居住者等に安全を確保する機能」

土地総合研究 2022年春号6



一方で、 で述べるとおり、近年、「一団地の都

市安全確保拠点施設」など、収用対象施設の拡充

がされてきている。これらの都市施設は、整備後

における公共性の高い施設整備を前提にして、第

二種市街地再開発事業のような厳しい従前地要件

を求めていない。このため、再開発事業が必要な

地区に対して、幅広く、「一団地の都市安全確保拠

点施設」「一団地の住宅施設」などの都市施設に関

する都市計画決定を行うことが可能である。一方

で、都市施設を都市計画決定したことによって、

決定した地区は収用適格要件が確保されることか

ら、論理的にいって、第二種市街地再開発事業の

上記追加条件は不要となると整理できる。

以上の論理を前提にして、「一団地の都市安全確

保拠点施設」等の都市施設を都市計画決定した場

合には、第二種市街地再開発事業の従前地要件に

かかわらず、第二種市街地再開発事業が施行でき

るよう、第二種市街地再開発事業の施行区域要件

を緩和すべきである。

なお、現行の都市再開発法では、高度利用地区

等によって容積率等の形態制限を緩和する都市計

画を市街地再開発事業の実施の際には定める必要

がある。都市施設と高度利用地区等の つの都市

計画を定めるという手続の重複を避けるため、「一

団地の都市安全確保拠点施設」等の都市施設の区

域内では高度利用地区なみの形態制限緩和特例を

同時に認めることによって、都市施設に加えて高

度利用地区等を定めることを不要とすることが望

ましい。

この第二種市街地再開発事業の施行区域要件の

緩和によって、第二種市街地再開発事業の実施対

象地区が拡大する。これによって、既に一度、市

街地再開発事業を実施した地区を対象にして、段

階的に再度の市街地再開発事業を実施することも

可能となると考える。

．収用制度の改善

収用制度の改善を論じる意義

収用制度は権利制限の程度が大きいことから、

新たな法制度を実現するには内閣法制局などの調

整が難しく、実現が困難なテーマである。その一

方で、収用権限をもつ市街地整備事業については、

充実した税制特例や補助制度が整備される可能性

が高く、仮に新たな収用制度が創設された場合に

はそのメリットは大きい。例えば、 年に創設

された「一団地の都市安全確保拠点施設」とそれ

に伴う税制特例、補助制度をみても、それが確認

できる。

また、収用制度の現実的な改善方向（要件や効

果など）を論じることは、同時に、収用制度より

は権利制限の程度が相対的に小さいと整理されて

いる第一種市街地再開発事業についても、このた

め、第二種市街地再開発事業で可能なことは第一

種市街地再開発事業でも可能あるといった形で、

改善方向をも示すことにつながる。

このため、法制度実現のためのハードルは高い

ものの、市街地整備のための収用制度の改善方向

を明らかにする。

近年の収用制度の改善内容

収用対象事業については、従来から、土地収用

法又は都市計画法に基づいて、いわゆる、公共公

益施設の整備事業が対象になっていたが、高度成

長期に入ってからは、新住宅市街地開発事業など

の新しい政策目的に対応して、その範囲が拡充さ

れてきた。

また、近年は、災害に関するものとして、災害

予防のための都市施設（「一団地の津波防災拠点市

街地形成施設」など）、さらに、災害後の復興のた

めの都市施設（「一団地の復興拠点市街地形成施設」

など）が拡充されてきている。これらの新しい都

市施設の特徴としては、道路などの公共施設の内

容や、住宅などの建築物の用途に着目するのでは

なく、「災害時に居住者等に安全を確保する機能」

表 収用対象事業の拡大と政策目的の必要性、立地特定性からの整理

や「復興の際の先行的な拠点整備」といった、都

市施設が発揮する「機能」に着目したものとなっ

ていることである。

これらの制度拡充等について

①政策目的の実現性（経済社会情勢や国民意識

などを踏まええ政策目的が合理的であり必要

なものであるか、さらに、対象となる事業が

その政策目的を実現するために有効であるか）

②立地特定性（特定の具体の土地の所有権又は

使用権を強制的に取り上げることが必要なも

のか？）

の観点から整理すると、表 のとおりである。

収用対象事業の拡大可能性 
収用対象事業が拡大できるかどうかは、結局の

ところ、「「政策目的の必要性」が、現在の社会経

済情勢のなかでどれだけ国民にとって説得力をも

つか」という点が最も重要である。

この「政策目的の必要性」について明確な基準

があるわけではないが、 つの仮説として、生命

＞健康＞生活環境＞経済環境＞その他、といった

順で、国民に説得力があるという前提を置くと、

政策目的別の収用対象事業の拡大可能性の候補リ

ストは、表 のようになる。

いずれの事項についても、表 の課題の列に記

載したとおり、収用対象事業の拡大には難しい課
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表 収用対象事業拡大候補リスト（政策目的の説得力の高い順）

題がある。しかし、 年に都市計画研究会で行

われた議論を踏まえて「一団地の都市安全確保拠

点施設」という収用対象施設が現実に創設された

ことを踏まえると、表 のリストを踏まえつつ、

引き続き、収用対象事業の拡大、都市計画法に基

づく都市施設の拡大を検討していくことが必要性

と考える。

維持・保全型の収用対象事業の可能性

日本では、収用対象事業というのは、土地を収

用又は使用権設定したのちに、なんらかの公共施

設又は建築物を新たに整備することが前提となっ
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表 収用対象事業拡大候補リスト（政策目的の説得力の高い順）
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用又は使用権設定したのちに、なんらかの公共施

設又は建築物を新たに整備することが前提となっ

表 維持・保全型の収用対象事業の候補リスト

ている。このため、上記（ ）で検討した収用対象

事業の候補リストはいずれも、新しい都市施設を

整備する内容となっている。

一方で日本では、自然災害の予防や歴史的建造

物の保全という維持・保全目的に対しては、土地、

建築物の所有権等をそのままにしておいて、土地

利用規制制度を用いて、地権者等に維持・保全義

務を課すという制度設計が通常であった。

しかし、欧米では、自然災害を予防するための

土地の収用や歴史的建造物保全のための収用など

の制度が存在するとのことである。特に、フラン

ス環境法典の規定のように、新たな施設整備を行

うよりも、災害などの危険性のある土地建物を買

収した方が財政効率的な場合などには、土地又は

建築物を収用又は使用権設定を行い、公的主体が

維持保全を行うという手法の方が有効である。

このため、今後は、収用対象事業についても、

表 で例示した内容を踏まえ、維持・保全型の収

用対象事業の創設についても、議論を進めるべき

と考える。

．まとめ

本提言では、 に述べた つの視点（①税制特

例、補助金の充実、②地権者からの追加的な資金

確保、③地権者との調整の円滑化）を踏まえて、

先買い制度から収用対象事業の拡大まで、 つの

法制度の提言を行ってきた。

これを再整理すると、表 のとおりである。

いずれも、難しい課題ではあるものの、日本に

おける市街地整備をめぐる環境は大きく変わって

きており、新たな環境に即して法制度自体も大き

く変革すべき時期にきていると考える。

法制度所管省庁において、本提言を つの契機

として、真剣な議論が行われることを強く期待す

る。

以上
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表 制度改善の視点と本提言内容
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